
 

 

堺市監査委員公表第１７号 

 

監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和２２年法 

律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、次のとおり公表する。 
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監査結果に基づく措置通知書  

 

監 査 の 種 類 定期監査及び行政監査  

監 査 実 施 期 間 令和 7 年 8 月 1 日  ～  令和 7 年 12 月 22 日  

措置を講じた部局等 環境局  

指  摘  事  項  等  措置内容  所管部課  

１ (1) 

廃棄物等の収集及び運搬について  

市内で発生した廃棄物等につい

て、市は、収集及び運搬を伴う各

種契約を締結している。  

この事務について、以下のとお

り 指 摘 す べ き 事 項 等 が あ っ た の

で、適切な処理をする必要がある。 

 

 ア  収集及び運搬車両の積載量の

確認  

道路交通法及び道路交通法施

行令では、自動車検査証等に記

録されている最大積載重量を超

えて積載物を積載 (以下「過積

載」という。)して車両を運転し

てはならないとされている。  

また、市内で発生した廃棄物

等 の 収 集 及 び 運 搬 を 伴 う 下 記

(ｱ)から (ｳ)に記載の各種契約に

おいて、契約書又は仕様書にお

いて過積載に注意して運搬する

ことや法令を遵守することが定

められている。  

しかし、受注者が車両で運搬

した積載物の計量記録等（令和

6 年度及び令和 7 年度）を確認

したところ、以下のとおり過積

載となっているものがあり、い
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ずれの場合においても市は改善

等の指示を行っていなかった。

なお、市に保存されている計量

記録等を確認した結果、少なく

とも令和 2 年度以降、同様の過

積載の状況があった。  

 

(ｱ) 物品売払収入（不用物品売払

収入、物品売払収入）について  

リ サ イ ク ル プ ラ ザ 資 源 売 払

業務（茶色ガラスびん、無色ガ

ラスびん、スチール缶）につい

て、買取人が堺市リサイクルプ

ラザから上記資源を 搬出する

際に、市職員が計量に立ち会っ

ていたにもかかわらず、過積載

となっているものがあった。  

 

(1)原因  

左記業務において、飛散防

止等の廃棄物処理法遵守や適

正な売払い収入の確保に重点

を置いていました。また、過積

載防止を含めた関係法令や仕

様書の記載事項の遵守は事業

者の責務であり、市に管理監

督責任があるという意識が不

十分でした。  

 

(2)対応  

クリーンセンター管理課長

から全職員に対し、最大積載

量の把握と過積載の判断基準

に 関 す る 研 修 を 実 施 し ま し

た。その際、立会い時に過積載

であることを知りながら搬出

させた場合も道路交通法に抵

触する可能性があるため十分

な注意喚起を行いました。併

せて、受注者へ最大積載量の

厳守を改めて指導しました。  

さらに、引取報告書の様式

を最大積載量が把握できるよ

う変更し、引取報告書受領時

には記載された積載量が車両

の最大積載量を超えていない

か徹底して確認することとし

ました。  

 

環境事業部  

ク リ ー ン セ ン

ター管理課  
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(3)再発防止策  

御指摘を受け、過積載防止

のための研修を全職員に定期

的に実施します。併せて、受注

者には車両の最大積載量を事

前に報告させ、引取時に計量

に立ち会う職員が使用された

車両との照合を行う運用を導

入しました。加えて、人的ミス

に よ る 過 積 載 を 防 止 す る た

め、令和 8 年 3 月 24 日にトラ

ックスケールに過積載検知機

能を追加しました。  

 

(ｲ) 役務費（手数料）について  

①  混ガラスびん選別再資源化業

務 (A)について、受注者が堺市

リサイクルプラザから混ガラ

スびんを搬出する際に、市職員

が計量に立ち会っていたにも

かかわらず、多くの場合で過積

載となっていた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)原因  

左記業務において、飛散防

止等の廃棄物処理法遵守に重

点を置いていました。また、過

積載防止を含めた関係法令や

仕様書の記載事項の遵守は事

業者の責務であり、市に管理

監督責任があるという意識が

不十分でした。  

 

(2)対応  

クリーンセンター管理課長

から全職員に対し、最大積載

量の把握と過積載の判断基準

に 関 す る 研 修 を 実 施 し ま し

た。その際、立会い時に過積載

であることを知りながら搬出

させた場合も道路交通法に抵

触する可能性があるため十分

な注意喚起を行いました。併

せて、受注者へ最大積載量の

厳守を改めて指導しました。  

さらに、引取報告書の様式

 

環境事業部  

ク リ ー ン セ ン

ター管理課  
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②  混ガラスびん選別再資源化業

務 (B)について、受注者が市の

委託事業者の所有施設から混

ガラスびんを搬出する際に、多

くの場合で過積載となってい

た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を最大積載量が把握できるよ

う変更し、引取報告書受領時

には記載された積載量が車両

の最大積載量を超えていない

か徹底して確認することとし

ました。  

 

(3)再発防止策  

御指摘を受け、過積載防止

のための研修を全職員に定期

的に実施します。併せて、受注

者には車両の最大積載量を事

前に報告させ、引取時に計量

に立ち会う職員が使用された

車両との照合を行う運用を導

入しました。加えて、人的ミス

に よ る 過 積 載 を 防 止 す る た

め、令和 8 年 3 月 24 日にトラ

ックスケールに過積載検知機

能を追加しました。  

 

(1)原因  

市の委託事業者の所有施設

にはトラックスケールが設置

されておらず、積載量はショ

ベルローダーの積込回数で管

理していました。しかし、積込

回数の誤認やショベルローダ

ー 1 回当たりの積載量の誤差

により、過積載が発生してお

りました。  

 また、左記業務において、飛

散防止等の廃棄物処理法遵守

に重点を置いており、過積載

防止を含めた関係法令や仕様

書の記載事項の遵守は事業者

の責務で、市に管理監督責任

があるという意識が不十分で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境事業部  

ク リ ー ン セ ン

ター管理課  
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した。その結果、クリーンセン

ター管理課内で再資源化報告

書及び残渣の計量証明書を確

認する際、車両の最大積載量

との照合を行っておらず、過

積載の事実を把握できません

でした。  

 

(2)対応  

クリーンセンター管理課長

から全職員に対し、最大積載

量の把握と過積載の判断基準

に 関 す る 研 修 を 実 施 し ま し

た。その際、過積載であること

を知りながら搬出させた場合

も道路交通法に抵触する可能

性があるため十分注意するよ

う注意喚起を行いました。併

せて、受注者へ最大積載量の

厳守を改めて指導し、また搬

出時には、市の委託事業者の

所有施設に隣接する事業者の

トラックスケールを借用する

体制を整備しました。  

さらに、引取報告書の様式

を最大積載量が把握できるよ

う変更し、引取報告書受領時

には記載された積載量が車両

の最大積載量を超えていない

か徹底して確認することとし

ました。  

 

(3)再発防止策  

受注者による積込回数の管

理に加え、市の委託事業者の

所有施設に隣接する事業者の

トラックスケールを借用し、

空車及び満車の計量を実施し
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③  資源（缶・びん）運搬処分業

務について、受注者が市の施設

から缶・びん等を搬出する際

に、過積載となっているものが

あった。  

 

ます。これにより積載量を正

確に把握し、過積載防止を徹

底しました。  

また、過積載防止のための

研修を全職員に定期的に実施

し、加えて、報告書確認時に

は、積載量と車両の最大積載

量の照合作業を必須としまし

た。  

さらに、受注者に対しては、

積込回数の管理精度向上と最

大積載量の遵守について、継

続して指導を行います。  

 

(1)原因  

履行場所の市施設にトラッ

クスケールが設置されておら

ず、事業者の引取伝票に記載

された積載量と使用された車

両の最大積載量との照合が不

十分でした。  

また、左記業務において、飛

散防止等の廃棄物処理法遵守

に重点を置いており、過積載

防止を含めた関係法令や仕様

書の記載事項の遵守は事業者

の責務で、市に管理監督責任

があるという意識が不十分で

した。  

 

(2)対応  

クリーンセンター管理課長

から全職員に対し、最大積載

量の把握と過積載の判断基準

に 関 す る 研 修 を 実 施 し ま し

た。その際、立会い時に過積載

であることを知りながら搬出

させた場合も道路交通法に抵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境事業部  

ク リ ー ン セ ン

ター管理課  
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触する可能性があるため十分

な注意喚起を行いました。併

せて、受注者へ最大積載量の

厳守を改めて指導しました。  

さらに、引取報告書の様式

を最大積載量が把握できるよ

う変更し、引取報告書受領時

には記載された積載量が車両

の最大積載量を超えていない

か徹底して確認することとし

ました。  

 

(3)再発防止策  

御指摘を受け、過積載防止

のための研修を全職員に定期

的に実施します。併せて、受注

者には車両の最大積載量を事

前に報告させ、引取伝票受領

時に積載量と車両の最大積載

量との照合を行う運用を導入

しました。加えて、積載量をよ

り正確に把握するため、受注

者が所有しているバケット付

きフォークリフトに重量計を

新たに設置しました。  

 

(ｳ) 委託料について  

東工場焼却灰運搬業務につい

て、受注者が東工場から焼却灰

等を搬出する際に、ほぼ毎回、

過積載となっていた。  

 

(1)原因  

左記業務において、飛散防

止等の廃棄物処理法遵守に重

点を置いていました。また、過

積載防止を含めた関係法令や

仕様書の記載事項の遵守は事

業者の責務であり、市に管理

監督責任があるという意識が

不十分でした。そのため、提出

された受入伝票は、運搬日の

作業報告として確認するのみ

 

環境事業部  

ク リ ー ン セ ン

ター東工場  
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で、最大積載量との照合を行

っていませんでした。  

 

(2)対応  

クリーンセンター東工場長

から全職員に対し、最大積載

量の把握と過積載の判断基準

に 関 す る 研 修 を 実 施 し ま し

た。その際、立会い時に過積載

であることを知りながら搬出

させた場合も道路交通法に抵

触する可能性があるため十分

な注意喚起を行いました。併

せて、受注者へ最大積載量の

厳守を改めて指導しました。  

さらに、積込み時には、積込

みを行うクレーンの荷重計を

活用し、車両の最大積載量を

超えないかを、また受入伝票

受領時には、記載された積載

量が車両の最大積載量を超え

ていないかを必ず確認するこ

ととしました。  

 

(3)再発防止策  

御指摘を受け、過積載防止

のための研修を全職員に定期

的に実施します。併せて、受注

者には車両の最大積載量を事

前に報告させ、積載重量の管

理を厳格に行う運用を導入し

ました。  

さらに、受入伝票の記載積

載量を毎回記録することで、

最大積載量を超えないように

管理します。加えて、人的ミス

に よ る 過 積 載 を 防 止 す る た

め、令和 8 年 3 月 24 日にトラ
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ックスケールに過積載検知機

能を追加しました。  

 

[契約の適正な履行の確保等につ

いて（意見）］  

前記アで指摘したとおり、環境

局が発注する契約において、計量

記録等を確認したところ過積載と

な っ て い る 事 例 が 多 く 確 認 さ れ

た。  

市は契約の発注者として、契約

が適正に履行されているかを確認

することが求められ、職員の立会

い又は計量記録等により過積載の

状況を把握することができたにも

かかわらず、前述のとおり複数の

契約において改善等の指示が行わ

れていなかったことは、各職員の

法令遵守に関する意識や組織とし

てのチェック体制が不十分であっ

たと言わざるを得ない。  

以上のことから、環境局は当該

契約に係る業務の全般を見直し、

本件が生じた原因を十分に検証し

た上で、今後、同様の状況を生じ

さ せ な い よ う 必 要 な 対 策 を 検 討

し、実施されたい。  

 

 

 

(1)法令遵守意識の向上  

過積載防止に関する研修を

定期的に実施し、職員及び組

織全体の法令遵守の意識を強

化します。  

 

(2)チェック体制の強化  

契約時に使用車両を特定す

るための書類の提出を求め、

搬出時には当該書類との照合

を行います。また、トラックス

ケール等を用いて積載量を確

認し、その結果を目視及び記

録により確実に把握します。  

さらに、報告書受領時には

契約時の車両情報及び記録し

た積載量との照合を行い、積

載量が車両の最大積載量を超

えていないか徹底して確認し

ます。加えて、既設のトラック

スケールに過積載検知機能を

追加し、トラックスケールが

設置されていない施設では、

重機に重量計を新たに設置す

るなど、積載量を確実に把握

す る た め の 手 段 を 講 じ ま し

た。  

 

(3)事業者への指導徹底  

各業務の契約締結時に、契

約事業者に対して法令遵守に

関する注意喚起を徹底し、そ

の後は初回の打合せや、報告

 

 

環境事業部  

ク リ ー ン セ ン

ター管理課  

環境事業部  

ク リ ー ン セ ン

ター東工場  
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書受領時、複数年契約では年

度替わりの時期などに定期的

な確認・指導を行うことで、適

正な契約履行を確保します。  

 

８ (5)   

現金等の管理について  

現金等の管理に係る事務につい

て、以下のとおり指摘すべき事項

があったので、適切な処理をする

必要がある。  

 

  

ア  公金外現金の取扱い  

堺市美化推進協議会に係る公

金外現金について、取扱いの規

定では、支出手続等を行う収支

整理者は、市から同協議会に支

出する負担金の担当者と同じ者

としないとされている。  

しかし、前回（令和 4 年度）

の監査に引き続き、今回の監査

においても、収支整理者と同じ

者が市から同協議会への負担金

の支出手続を行っていた。  

 

過去の監査でも指摘があっ

たにもかかわらず、担当者間

の引継ぎや決裁ラインの職員

の認識が不十分でした。  

同様の誤りを再々度起こさ

ないよう、11 月 10 日に環境業

務課参事から係員全員にメー

ルで指摘内容、取扱規定及び

事務手順書の内容を改めて周

知しました。また、収支整理簿

に事務取扱のルールを常時確

認できるよう貼りつけ、事務

取扱チェックリストも備え付

けました。  

さらに、12 月 26 日に環境業

務課参事から係員全員にメー

ルで内部統制の観点（紛失、盗

難、私的流用、不適切な管理の

防止）から、取扱規定の遵守を

周知徹底しました。  

今後は、年度当初において、

協議会への負担金等の支出事

務を担当する職員を、出納員

及び収支整理者以外の者から

選定を行い、引継ぎも確実に

 

環境事業部  

環境業務課  
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行うことで、再発防止に努め

ます。また、担当者に異動がな

い場合でも、管理職員を含め

取 扱 規 定 や 役 割 を 確 認 し ま

す。  

 

 


